
書式第１２号（法第２８条関係）

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 あひるネットワーク

１ 事業の成果

本年度は、新型コロナウイルスで延期になっていた動物愛護イベントに参加することができました。会

員の他、ボランティアの皆さんのご協力の元、多くの方々へアヒル遺棄の現実を伝えることが出来たと思

います。web サイトや SNS でも終生飼養の責任や遺棄防止の呼び掛け、飼育相談についての意見交換等を

続けました。各地での鳥インフルエンザ情報は、発生状況がわかりやすいように環境省のサイト「高病原

性鳥インフルエンザ」をリンクさせながら、「私たちが注意すること」も発信しています。里親掲示板で

の問い合わせより飼育困難になったアヒルたちを会員が自宅で預かるケースも増えてきました。このよう

な事業はすべて当 web サイトにて費用支出も含め公開しております。

２ 事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業 （事業費の総費用【 531 】千円）
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定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
（千円）

保護アヒルの
治療・通院・譲
渡に係る事業

前年度に引き続き、保護ア
ヒルの治療通院・飼育

随時 会員宅 10 人
会員及び

賛同者
10 人 374

適正飼育の情
報掲示・相談・
啓蒙事業

一時預かり・里親募集より
引き取り・飼育・通院

前年度よ

り

神奈川県

会員宅
2 人

会員及び

賛同者
2 人 71

適正飼育の情
報掲示・相談・
啓蒙事業

遺棄防止・終生飼養の責任
の呼び掛け

5月

10 月
東京都 20 人

会員及び

賛同者
20 人 47

保護アヒルの
治療・通院・譲
渡に係る事業

アヒル引き取り・通院・飼
育

6月 東京都 2 人
会員及び

賛同者
2 人 21

適正飼育の情
報掲示・相談・
啓蒙事業

里親募集より引き取り・飼
育・通院

2月

3月

宮城県

神奈川県

会員宅

4 人
会員及び

賛同者
4 人 18


